
筐劃／

(対固｡副大臣･政務官） 人事課作成
3月9日（月）参・予算委小西洋之議員（新会派）

ぐ

に結論。

勤務延長制度の臺入当旦圭，検察官については，国
家公務員法の勤壷延長剴塵は栓塞丘迭'三主_且_道田隆
れていると理解されていたものと認識。外さ

－

他方，法務省においては， （今般の）国家公務員
一般の定年の引上げに関す微註旦二童と_Lエュー塗
雲官についても検討垂進堕至迩呈工,国家公務員法

〔
と検察庁法との関係を検討し，

○検察庁法が定める検察官の定年による退職の特
例は，定年年齢と退職時期(理_皇であり，

検察官にも等しく及ぶ度の趣旨賎○勤務延長制
I

というべきであることから

検察官の勤務延長厘上ユエl主と二二般迭重亟壷国宝公
の規定が適用され且と盤韮足した。務員法

'
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／

その上で，関係省庁からも異論はないとの回答を

侵工,鯉班童亟迩三もの｡」

（参考）第93回国会（臨時会）国家公務員法の一部を改
正する法律案（定年制度）想定問答集
間46 「法律に別段の定めのある場合を除き｣と上室いる一

理由及び具体例いかん。

答今回の定年制度法案は､現在法律により定年が定めら
れている職員については、それぞれの法律によることと
して､適用対象から外すという考え方を採っているので、
「法律に別段の定めのある場合を除き」と規定している。
真床荷否亡ぞ…薑(検察庁法第二十二条により定
年が定められている｡）及び大学教員（教育公務員特例法
第八条により大学管理機関が停年を定めることとされて

ぐ

いる｡）重迦_豆。
問47控室亘、大学の教員については、年齢についての
み特例差認房たのか。それ王も全く今回の定年制度なら
はずしたのか。

答定年、特例定年、勤務の延長及び再任用の制度の適用
は除外されることと姦亘が、第八十一条の五の定年に関
する事務の調整等の規定は、検察官、大学の教員につい
ても適用されることとなる。

〔

〔責任者:大臣官房人事課濱課長内線■携帯■■■■】
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(対区画･副大臣･政務官） 人事課作成
3月g白（月）参・予算委小西洋之議員（新会派）

一■ H」

ロ ・O U，』

．内閣
韮閣議
念理の；
鯉寡磨

四g

おL

く

に結論。

法令の解釈は， 当該法令の規定の文言，趣旨等に

即しつつ，立案者の意図や立案の背景となる社会情

勢等を考慮するなどして，論理的に確定されるべき
ものであり，検討を行った結果，従前の解釈を変更

することが至当であるとの結論が得られた場合に
に これを変更することがおよそ許されないというは，

ものではない。

社会経済情勢の多様化・複雑化に伴い，この点，

犯罪の性質も複雑困難化する状況王において，国家

公務員一般の定年の引上げに閨する検討の一環とし

て，検察官についても改めて検討したところ，

○検察庁法が定める検察官の定年による退職の特
例は，定年年齢と退職時期の2点であり，

'J



○勤務延長制度の趣旨は, 検察官にも等しく及ぶ
というべきであること

などからすれば，検察官の勤務延長についてはf_=

般法である国家公務員法の規定力埴用されると解釈
でき，問題はない。

その上で，黒川検事長の勤務延長については，検
庁の業務隊行卜の弘要性に墓づき，法務大臣から察庁の業務遂行上の必要性に基づき，

閣議請議を行っ_て閣議決定されゥ引引き続き勤務させ
く

御指摘は当たらない。』ることとしたものであり，

く

■■■■】■内線■■携帯濱課長

2

大臣官房人事課【責任者



■

人事課作成

ざ餅婁:薯皇小西洋之議員噺会派）
e

q ●

■

① ●

に結論｡

国家公務員一般の定年の引上げに関する検討の一
環として，検察官についても検討を進める過程で，
勤務延長制度や再任用制度をどのように取り扱うｶニ

く

を考える前提とし工,現行法の勤務延長制度や再任
て国家公務員法と検察庁法との関係を用制度について国

検討したもの｡」

く

内線■携帯■■■■■■】濱課長

1

【責任者：大臣官房人事課

想定3階
皇
鄙
乱
司

検
検

,国家公務員一般の定年の引上け
の-と環で,なぜ検察官の勤務延長
､ナスF－上上台.、作のが洪孫大原

二関する
二ついて

ロ

こ問う。



(対医ヨ･副大臣･政務官） 人事課作成
3月9日（月）参・予算委小西洋之議員（新会派）

想定4問検察官の勤務延長について検討を開始し
たのはいつか，その上で，なぜ令和2年で月と
いう時期に解釈変更をする必要があったのか，
法務大臣に問う且

に結論。

法務省においては， （国家公務員一般の定年の引

上げに関する検討の一環として，検察官についても

検討を進める過程，すなわち)，通常国会への提出

ぐ

が予想されていた検察官の定年引上げに関する法律

案の策定の過程で，昨年12月頃から_，現行の国家

公務員法と検察庁法との関係について必要な検討を

行っていたところ。

その結果，本年利月17日までには，法務省内に

おいて，検察官の勤務延長については，一般法であ
〔
る国家公務員法の規定が適用されるとの鯉釈に至つ

たため，直ちに関係 シ 両我 い， ＝～省庁協謹を行 卑論はない

旨の回答を得て，最終的に結論を得たもの。

(それを踏まえて，法律案を策定したもの｡u

【責任者:大臣官房人事課濱課長内線■携帯

1



(対因ﾖ･副大臣
3月9日（月）参

･政務官） 人事課作成
｡予算委小西洋之議員（新会派）

目の疋ヰ唱
要な検討1

句

ような検冒
闇弓。

に結論。

事務方の具体的な作業状況につき，

ていないが，

詳細は把握し
<、

○現行法の勤務延長制度や再任用制度についての

国家公務員法と検察庁法との関係につき，各種文
献等を調査したり，

○とり得る解釈について，担当部局内で議論を行

ったり，

○新しい法律案に勤務延長制度等を盛り込むとし

た場合， どのような条文とすべきか検討する

などの必要な検討を行っていたものと重釦してい
＜

る｡」

【責任者:大臣官房人事課濱課長内線■| 携帯■■■■■】
･

’



…(対函｡副大臣
3月9日（月）参

･政務官) 人事課作成
･予算委小西洋之議員(新会派）

想定利2問法務省と内閣法制局から， 『解釈変更
後においては，定年に達した検察官は，検察庁
法22条の『辞めさせる規範』と，国公法81
条の2の『辞めさせる規範型の双方を義務とし
て退職することとなる」と文書にて確認してい
るが， この見解で間違いないか，法務大臣に問
う。 ■ :__

て

に結論〕

御指摘の書面は，内閣法制局職員及び当省職員が

行った御説明を踏まえて，小西委員において作成さ

れたものと聞いている。

（細かい文言はさておき, ）趣旨においては， お

おむね内閣法制局職員及び当省職員が御説明したと

おりのものと聞いている』
く‐

【責任者:大臣官房人事課濱課長内線■携帯■■■■■■】
1



(対医国･副大臣･政務官） 人事課作成
3月9日（月）参・予算委小西洋之議員（新会派）

に解釈変更前の根拠規定．

解釈変更前における検察官の定年による退職は，

検察庁法22条に基づくものと理解されていたもの

と認識している。亡

に解釈変更後の根拠規定〕

（これに対し, ）解釈変更後における検察官の定

年による退職は，検察庁法22条により定年年歯令と

退職時期につき修正された国家公務員法81条の2

第傾に基づくものと解され劉

〔 （参照条文）

○国家公務員法
（定年による退職）
第八十一条の二職員は、法律に別段の定めのある場合を
除き、定年に達したときは、定年に達した日以後におけ
る最初の三月三十一日又は第五十五条第一項に規定する
任命権者若しくは法律で別に定められた任命権者があら
かじめ指定する日のいずれか早い日. （以下「定年退職日」
という｡）に退職する。
2前項の定年は、年齢六十年とする。ただし、次の各号

1

想定13
年退

I

詞
ヨ
コ の；

鞘
鋤
ﾐ変更前後における，検察官の定
l蜆市について，法務大臣に問う。



に掲げる職員の定年は、当該各号に定める年齢とする。
一～三（略）

3 （略）

(定年による退職の特例）
第八十一条の三任命権者は、定年に達した職員が前条第
一項の規定により退職すべきこととなる場合において、
その職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の
特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい
支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、同
項の規定にかかわらず、その職員に係る定年退職日の翌
日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、そ
の職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させ
ることができる。

2任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長
された期限が到来する場合において、前項の事由が引き
続き存すると認められる十分な理由があるときは､人事
院の承認を得て、一年を超えない範囲内で期限を延長す
ることができる。ただし、その期限は、その職員に係る
定年退職日の翌日から起算して三年を超えることができ
ない。

第

〔

〈 ○検察庁法
第二十二条検事総長は、年齢が六十五年に達した時に、
その他の検察官は年齢が六十三年に達した時に退官する。
第三十二条の二この法律第十五条、第十八条乃至第二十
条及び第二十二条乃至第二十五条の規定は、国家公務員
法（昭和二十二年法律第百二十号）附則第十三条の規定
により、検察官の職務と責任の特殊性に基いて、同法の
特例を定めたものとする。

【責任者:大臣官房人事課濱課長内線■携帯■■■■■】
2、



(対因ﾖ･副大臣｡政務官） 人事課作成
3月9日（月）参・予算委小西洋之議員（新会派）

想定 窪 薄雲
その両方の規定莚Q力L迭遥大臣E固_う_9－－－

｜
】

〔両方の規定が適用〕

お尋ねについては，国家公務員法81条の2第1
頂通ぴ検察庁法22条の両方が適用されると解され項及び検察庁法2

〔

る｡」 《

（

~

|】内線■ ’携帯濱課長大臣官房人事課【責任者

1



(女咽ﾖ･副大臣｡政務官） 人事課作成
3月g日（月）参・予算委小西洋之議員（新会派）

〔職員が定年に達したときは退職する旨の規定が適用。

（先ほどもお答えしたとおり， ）検察官の定年に

よる退職は，検察庁法22条により定年年歯令と退職く

つき修正された国家公務員法S1条の2第1時期に

項に基づくものと解される。

そのため，検察官については，国家公務員法S1

条の2第可項において定められる， 『職員力淀年に

達したときは退職する」旨の規定が適用されるもの

と解される』

〔

【責任者:大臣官房人事課濱課長内線■携帯■■■■■■】

1

想定TS問解釈変更；
第可項の規定の具
のか，法務大臣に

麦，
本
国家公務員法81条の2
的にどの部分が適用される
淵う ◎



(対医ヨ･副大臣･政務官） 人事課作成
s月9日（月）参・予算委小西洋之議員（新会派）

に検察官の定年退職に対する国公法の適剛

検察官の定年による退職の特例は，定年年齢と退
職時期の2点であり，国家公務員が定年により退職で

するという規範そのものはL_検察官であっても一般

法たる国家公務員法に拠っているというべきであ
る。

そのため，結局，検察官の定年'二よる退職は，検

察庁法22条により定年年齢と退職時期につき修正

された国家公務員法S1条の2第1項に基づくもの

と解される。

験察庁法の規範の適用は排除されない。

一方で，検察庁法22条の文言（注）からして，

(息。

定年により退職するという同条の規解釈変更後も，

範の適用は排除されないと解されるゴ

(注）検察庁法22条の文言
検察庁法22条は， 「検事総長は，年齢が65年に達し
た時に，その他の検察官は年齢が63年に達した時に退

1

想定Te間解釈変更後は，検雲
察官が定年により退官する才
ということか， 法務大臣に届

雲庁法22条は，検
豆拠ではなくなった
弓う 0



官する｡」 と規定している。
このように「退官する」などと規定さ才
同条は，検察官が定年により退職するとし

などと規定されているので，
う規範をも有、

していると解される。

(＝

(一

■■■■■】内線■ 携帯濱課長大臣官房人事課【責任者

2



(対区画･副大臣･政務官） 人事課作成
3月9日（月）参・予算委小西洋之議員（新会派）

想定T7間逆に, r検察官が定年により退官する
という規範」についても検察庁法22条の適用
があるというのであれば，国家公務員法s可条
の2第1項を適用する必要はなくなってしまう
のではないか，法務大臣に問う。

験察官の定年退職に対する国公法の適用。
検察官の定年による退職の特例は，定年年齢と退
職時期の2虚であり，国家公務員が定年により退職

く

検察官であっても一般するという規範そのものは

法たる国家公務員法に拠っているというべきであ
る。

そのため，結局， 検察官の定年による退職は，検

察庁法22条により定年年齢と退職時期につき修正一

された国家公務員法81条の2第1項に基=主もの
ー

＜‐
と解される。

に検察庁法の規範の適用は排除されない〕
一方で,検察庁法22条の文言からし三豆，解釈変
定年により退職するという同条の規範の適更後も，

用は排除されないと解される｡」

【責任者:大臣官房人事課濱課長内線■携帯■■■■】
1



(対区画･副大臣･政務官） 人事課作成
3月g日（月）参・予算委小西洋之議員（新会派）

想定可B問2月10日の委員会に語いて，法務大
臣は，山尾議員からr検察官の定年自体の法的
根拠」を尋ねられ， 「検察庁法である』旨答弁
していたが， それと矛盾するのではないか，法
務大臣に問う｡

験察官の定年年齢の根拠法令をお答えしたもの。
（先ほどもお答えしたとおり, ）検察官の定年に

よる退職は，検察庁法22条により定年年歯令と退職

時期につき修正された国家公務員法s可条の2第1
項に基づくものと解される。

そして，検察庁法で定められる検察官の定年によ

る退職の特例は，定年年歯令と退職時期の2点である

ところ，山尾議員の御質問は検察官の定年年齢が

く

どの法律に定められているのかというものであると
し

検察庁法である旨答弁したもの9-」理解し，

（参考）令和2年2月10日衆・予算委員会
○山尾議員
大臣，検察官の定年は国家公務員法で決まっているん
じゃありませんね了定年自皿。検察官の定年自体の法

一一

的根拠は何という法律ですか。
○森法務大臣

検察庁法でございます。
○山尾議員

1



そうすると，今大臣が主張している，国家公務員法の
規定でできるんだというのは成り立たないわけですよね。
なぜ，そんな成り立たないような改正を当時の立法者は
したんでしょう。

く

(二

■■■■■■■】■内線■■携帯濱課長大臣官房人事課【責任者

2



･政務官） 人事課作成
･予算委小西洋之議員（新会派）

(対因ﾖ｡副大臣
3月9日（月）参

博識鍵
こより，検察官の定年

22条により定年年齢
れた国家公務員法81
整理するのであれば，
て定めた検察庁法25
になるのか。検察庁法
」には定年退官する場
I±ないか．法務大臣に

目証

寅察官の

乗の適斥
25条の
合は含ま
問う。

よとのよつ

弓条の場合
＜なるのてく

正結論。

検察官の定年による退職については，国家公務員
法s可条の2第1項のほか，検察庁法22条も適用
されるものである。
したがって，検察庁法2s条の｢前3条の場釦

E該当豆二重ものと考えているゴ
〔
（参照条文）
○検察庁法
第二十二条検事総長は、年齢が六十五年に達した時に、
その他の検察官は年齢が六十三年に達した時に退官する。
第二十五条検察官は、前三条の場合を除いては、その意
思に反して、その官を失い、職務を停止され、又は俸給
を減額されることはない。但し、懲戒処分による場合は、
この限りでない。

【責任者:大臣官房人事課濱課長内線■携帯■■■■】
1



(対区画｡副大臣｡政務官） 人事課作成
3月9日（月）参・予算委小西洋之議員（新会派）

ｊ
ｌ
ｌ
ｊ

より退

ある国
でお為

全．‐壱三O問

見範」 I:
1条の2
晨の両フ
ェれる口

弓9毛

に結論。

検察官の定年による退職の特例は，定年年齢と退
で

職時期の2点であり，国家公務員が定年により退職口

するという規範そのものはL検察官であっても一般
法たる国家公務員法に拠っているというべきであ
る。

そのため，結局検察官の定年による退職は，検
察庁法22条により定年年齢と退職時期につき修正
された国家公務員法81条の2第T項に基づ_くもの

〔
と解される。

一方で，検察庁法22条の文言からし王，解釈変
定年により退職するという同条の規範の適更後も，

用は排除されないと解される。

そのような意味で，双方の規定が適囲されると申

し上げているものである｡」

【責任者:大臣官房人事課濱課長内線■携帯■■■■■】
1



や
り

人事課作成(女極ﾖ･副大臣･政務官）
3月9日（月）参・予算委小西洋之議員（新会派）

に結論一網羅的に把握していない。

法解釈の手法については，法令に応じて様々なも
のがあり，網羅的に把握しているものではないこと

から， お答え困難。 （注uく

⑨

(注）法規が修正されて適用される一例
（今回の解釈変更による解釈と同一の解釈例ではない
が,)例えば,行政事件訴訟では,行政事件訴訟法の定塗
る．と玉~厩一画，民事訴訟法規が修正されて適用され得
ると解されている。

すなわち，行政事件訴訟法7条は， 「行政事件訴訟に
関し， この法律に定めがない事項については，民事訴訟
の例による｡」 と規定するところ， ここにいう 「民事訴訟
の例による」とは,行政事件訴訟の性質に反しない限り，
民事訴訟法規を，行政事件訴訟にも準里することを意味

く

すると解されている。
そのため，行政事件訴訟では，行政事件訴訟法7条の
定めるところ『三王-画~言~露訴訟法規に規定される原則等
が修正されて適用され得る。

(参考）文献の記載
行政事件訴訟法7条につき，例えば，宇賀克也「行政

1
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．
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司じような解釈三
ろるのか，法務大

鼬
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阜
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コ
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ヨ
一

局をとっている例
こ問う。



法概説Ⅱ行政救済法〔第5版〕｣では，次のとおり解説
されている。

「とりわけ，審判手続については，行政事件訴訟法はわ
ずかな規定しか置いておらず，基本的に民事訴訟法の規
定が準用されている。しかし,_r民事訴訟の例による』と
は，行政事件の本質に反しない限りにおいて準用するこ
とを意味するから，行政事件訴訟法の本質に照らした星
事訴訟の原則の修正がいかなる場合に行われるべきかに
留意する必要がある｡」
－

く （参照条文）

○行政事件訴訟法

（この法律に定めがない事項）

第七条行政事件訴訟に関し、
いては、民事訴訟の例による。

この法律に定めがない事項にっ

〈

く

内線■携帯■■■■■】【責任者：大臣官房人事課濱課長

ク



(対因ﾖ･副大臣･政務官） 人事課作成
3月9日（月）参・予算委小西洋之議員（新会派）

鉦
小
Ａ
曰
つ

理とする
つじ

、雫

想定22問検察官に勤務延長を
な解釈変更を行ったことによ
せをしているの亜塗』△血

の週

■１

J1J

わま
ー

り つ
ヲ

ロロ

法務ブ に唾 0
－

に十分な検討。

法務省においては， 国家公務員一般の定年弓l上げ

の一環として,_検察官についても検討に閨する検討く

昨年のうち（注）から，現行の国一一一を進める過程室，

家公務員法と検察庁法との関係について必要な検討
を行っていた。

に検討結果。

その結果

○検察庁法が定める検察官の定年による退職の特
例は，定年年齢と退職時期の旦虚であり〈

○特定の職員に定年後も引き続きその職務を担当
させることが公務遂行上必要な場合に，定年制度
の趣旨を損なわない範囲で定年を超えて勤務の延
長を認めるとの勤務延長制度の趣旨は,_検察官j三
も等しく及ぶというべきであることから
の勤務延長については一般法である国家公検察官

務員法の規定が適用されると解釈し上もの。

'且

、

I

一

｜
卜

、 ロ．

■



〆

に結論。

このように,検察庁法を所管する法務省において，

今般十分な検討を重ねL検察官に勤務延長制度の適
用があると解した王LQであり，固題1主塑△ゴ

昨年12月頃から具体的に検討。(注）

く

に

■■■■■】内線■携帯濱課長

2

大臣官房人事課【責任者
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に結論。

法務省においては，検察官の定年弓|上げに関する
法律案において，勤務延長制度や再任用制度をどの

ように取り扱うかを考える前提として，現行法の勤

務延長制度や再任用制度について国家公務員法と検

察庁法との関係を検討していた。

その結果，検察官の勤務延長については，一般法

である国家公務員法の規定が適用されるとの解釈に

至ったことから，直ちに，本年1月17日から同月

〔

〔 24日にかけて関係省庁と協議を行い，異論はない

同日の段階で最終的に結論を得た。旨の回答を得て，

それを前提に，
● ● ●

務延長について，

本年利月29B,黒川検事長の勤
0 ●

閣議請議を行ったものg」

【責任者:大臣官房人事課濱課長内線■携帯■■■■■】
ィ■

1



(対区画･副大臣･政務官） 人事課作成
3月9日（月）参・予算委小西洋之議員（新会派）

正結論。

（事務方からの説明内容等の詳細については，省
内の検討プロセスであるため，詳細は差し控える
が, ）本年1月利7曰から関係省庁と協議を行うに
当たり， その前の時点で，事務方から，検察官の定

〔

年引上げに関する法律案の策定の過程でⅢ検察官の
勤務延長については,一般法である国家公務員法の
規定が適用されると解釈したものと説明を受けてい

た｡」

〔

【責任者:大臣官房人事課濱課長内線■携帯■■■■■】
●

1



(対圏･副大臣･政務官） 人事課作成
s月9日（月）参・予算委小西洋之議員（新会派）

想定35問黒川検事長のための解釈変更だからこ
そ，法制局や人事院への照会文書にも，令和2
年で月16日付け文書にも，検察官に勤務延長
制度を適用することの必要性に閏する記載がほ
とんどないのではないか，法務大臣に問う。

に当然の前提は記載していない。

法務省においては，検察官の定年引上げに閨する
で

法律案の策定の過程で，現行の国家公務員法と検察

庁法との関係について必要な検討を行った結果，検

察官の勤務延長については一般法である国家公務員

法の規定が適用されるとの解釈に至ったもの。

そのように，法律案策定の過程で解釈を改めるに

至ったことは当然の前提であったため，御指摘の2

O20年T月利6日付け文書や，内閣法制局等との

協議に用いた文書には，特段，その旨は記載しなか

ったものと聞いている。

〔

に必要性も記載している］

他方で，例えば, 2020年1月16日付け文書

には，第2の2で，勵務延長制度の目的である，

職務の特殊性又は職務遂行上の特別の事情が認めら

れる場合に，定年退職の特例として，定年退職日以

且
1



降も,三雲謹璽一当鋤務E従事させる勇とができ
るという要請自体は延:績察官にも等しく妥当するも

Lも

の 畠 1薑 壼いた文~にも
夕 ｡ ●

■ D C ● ､ ロ■ ● ●

中段部分に，愉記の勤務延長制度の趣旨は,検察
官にも等しく及ぶというべき｣などと記載している。

●

・これちの記載Iま,検察官にういて, ~勤務延霊詞莨
ー●一宇■U ･ー

を適用する必要性があることを述べていると評価で
仁

御指摘は当たらない。きるものであり，
－ 」

＜‐

■■■■■】■内線■■携帯濱課長

2

大臣官房人事課【責任者



摺需( :‘轄皇)小西洋之毒 会縛
想定Se間黒川検事長の定年退官までに手続を

呉 宴彗毒 臺婁が戸
の照会文書の持ち込みを事務次官が，それぞれ
行うたのではないか”法務大臣に問う｡一

ー

●q■

一

ー字

に前提。
①

関係省庁との対応に当たっては,その業務に応ぐ じ，

適切な者が対応しているものと承知。

に結論コ

カ蕊
察官の勤務延長については，一般法である国家公務

員法の規定が適用されるとの解釈に至った。

この解釈を前提に，通常国会への提出が予想さｵ企

<､‐

ていた検察官の定年引上げ'二関する法律案に勤務延

長制度を取り入れるのであれば,急ぎ』法律案の策
定作業を開始しなければなら説早期二最終的な鎧



論を得る必要があったことか職臺…唾竺

麺皇国Lﾕﾕ 睦L"(D｡｣

官房長が直接内閣人事局人事政策統拒同様に，
q

に対し， 協議を依頼したもの。

C

＜‐

内線■ ■■■■■■】携帯長
２

課濱大臣官房人事課【責任者



(対区画･副大臣･政務官） 人事課作成
s月9日（月）参・予算委小西洋之議員（新会派）

想定41問なぜ,第二部長審査まで終わっていた
のに，そこまでして解釈変更を行ったのか，必
要な変更は法改正によって行えば足りるのでは
ないか，結局，黒川検事長の勤務延長を行うこ
と以外に，今回の解釈変更を行う必要性はなか
ったのではないか,法務大臣に問う且

て 〔結論。

法務省においては， 通常国会への提出が予想され

ていた検察官の定年引上げに関する法律案の策定の

過程で，昨年T2月頃から，現行の国家公務員法と

検察庁法との関係について必要な検討を行っていた
ところ。

その結果，本年可月利フ曰までI地，遜壷省血三

おいて，検察官の勤務延長については，一般法であ

る国家公務員法の規定が適用されるとの解釈に至っ

た。

この解釈を前提に，法律案に勤務延長制度を取り

〔

入れるのであれば，急ぎ，法律案の策定作業を開始

しなければならず，早期に最終的な結論を得る必要

があったことから，直ちに関係省庁と協議を行い，

異論はない旨の回答を得て，最繩勺に結論を得たも

の。

且
1

ー



以上のとおり，検察官の定年引上げに閏する法律

案策定の過程で,解釈を改めたものであり,御指摘

は当たらない｡」

〔

く

内線■ 携帯濱課長

2

大臣官房人事課【責任者



(対l天国･副大臣｡政毒官) ゞ ：
■

:人事誤作成
s月g"日（月）参・予算委小西洋之議員噺会派)

正結論1
争 口

現時点で把握している， 本年で月24日以陦伺年

3月6日までの間に定年退官した検察官は， 5名で－〔

ある。 」

一一

＜二

■■■■■】■内線■■携帯大臣官房人事課濱課長

1

【責任者



人事誤作成
議員（新会派)全 (贄季婁革雲小西

f

洋之

に結論〕 ｰ ‐

御指摘の人事異動通知書には，嘆動内容且欄に，
定年退官することや,定年退官する年月日が記載さ
れているほか,根拠法令に関しては,「検察庁法第
22条の規定により_土と記載している｡」

て

(参照条文）
○人事院規則S-12 (職員の任免）
(通知書の様式等）
第五十八条通知書の様式は、人事院が定める。
三通知書には、職員の氏名､異動の内容その他人事院
が定める事項を記載しなければならない。
s前二項に定めるもののほか、通知書に関し必要な事
項は、人事院が定める。

〔

【責任者:大臣官房人事課濱課長内線■携帯■■■■】
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(対区画･副大臣･政務官） 人事課作成
S月g日（月）参・予算委小西洋之議員（新会派）

ヨ
ヨ
族 目
二
一 乗C

羊

険祭目α
壷岸§土竺

〔

に解釈変更後の人事異動通知書の取扱いに問題はない。･ ●

O検察官は， 65歳又は63歳に達したときに定

年退官することとなるが， これは，国家公務員法
一

1条の2第1項を検察庁法第22条によって第s

修正することによるものであり，

○人事異動通知書の「異動内容』欄に記載されて

いる定年退官の「年月日」は,検察庁法第22条
く
の特例によって定まる事項である。

そのため，解釈変更後の人事異動通知書において

も，従前の扱いどおり r検察庁法第22条の規定に
より」との記載をしているところであり， このよう

な扱いに特段の問題があるとは考えていない（注)三_」

(注）人事異動通知書について，法律上の定めはないが，
人事院規則によって，職員が定年退職をする場合には，

1



原則，当該職員に交付しなければならないとされている。
その目的はル｢およそ人事上の異動については，それ
を職員本人に明確に知らしめることが，職員の身分関係
を明らかにし， 円滑な人事管理上適当であると考えられ
るため」 とされている。
な垣検察官の定年による退職は,定年に達したとい
う事実の詞言墓二那て当然かつ自動的に離職する造Qで
あり,職員としての身分に関しては，欠格条項該当によ
ろ失職ど同じ法律効果が生じるものである6じだがうでj -
定年による退職の効果については人事異動通知書の交付
毒涯葎王あ勇牢~Eするものではな」△が，産笙j星雌型
輌讓頁1三~王~言二で重要な身分の変更であるので,事実を

〔

言青藤で天事異動通知書を交付することとされて確認す
いる｡ （森園幸男ほか編｢逐条国家公務員法全訂版」 355
頁~692頁参照）

（参照条文）
○人事院規則8－12 （職員の任免）
（通知書の交付）
第五十三条任命権者は、次の各号のいずれかに該当する
場合には､職員に人事異動通知書（以下「通知書」 とい
C
う｡）を交付しなければならな上ﾕ。
1～10 (略）
11職員が退職した場金(免職又は辞職の場合を除く｡）
（通知書の様式等）
第五十八条通知書の様式は､人事院が定める。
2通知書には、職員の氏名、異動の内容その他人事院が
定める事項を記載しなければならない。
s前二項に定めるもののほか、通知書に関し必要な事項
は、人事院が定める。

2



○人事院規則11－8 （職員の定年）
（人事異動通知書の交付）
第十一条任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場
合には、職員に規則八一一二（職員の任免）第五十八条
の規定による人事異動通知書（以下この条において「人
事異動通知書」 という｡）を交付しなければならない。た
だし、第一号又は第六号に該当する場合のうち、人事異
動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、
人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法を
もって人事異動通知書の交付に代えることができる。
一職員が定年退職をする場合（
二勤務延長を行う場合
三勤務延長の期限を延長する場合
四勤務延長の期限を繰り上げる場合
五勤務延長職員が異動し、期限の定めのない職員とな
った場合

六勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場
合

〈

【責任者:大臣官房人事課濱課長内線■携帯■■■■】
3



(対函｡副大臣｡政務官） 人事課作成
3月9日（月）参・予算委小西洋之議員（新会派）

想定45問人事異動通知書に， 『国家公務員法第
s呵条の2第で項の規定」も記載しなければ，
人事異動通知書として問題があるのではない
か，法務大臣に問う。

〔人事異動通知書の取扱いに問題はない。
， （先ほども申し上げたとおり,）
○人事異動通知書の嘆動内容」欄に記載されて
いる定年退官の「年月日」は，検察庁法第22条
の特例によって定まる事項であること
などから,解釈変更後の人事異動織口書においても

〔

r検察庁法第22条の規定によ従前の扱いどおり，

り」との記載をしてい量ところであり， このような
扱いに特段の問題があるとは考えていない。
また，検察官の定年による退官は，人事異動通知

定年に達した書の交付を要件とするものではなく』
〈
という事実のみに基づいて，当獅、つ自動的に離職
するものである。
－

人事異動通知書は， 確認の意味で,定年退官する

こととその日付を明示することに主眼があると考え
● ●

られ，現在の記載もそれらの点は満たしていると考
えている。 」

【責任者:大臣官房人事課濱課長内線■携帯■■■■】
1



ーQー

人事課作成

摺零謙臺:筆禦)!､西洋之議員(新会派)
■ _ ■ 一 ‐争

に結論1… “ 、

（先ほども申し上げたとおり,）人事異動通知書
は，定年退職者に対し，確認の意味で，定年退官すに

ることとその日付を明示することに主眼があると考■

その根拠法令も確認的に明示しているものえられ，

と考えている。 」

＜→

内線■携帯■■■■■■】濱課長

1

【責任者：大臣官房人事課

想定46間定年による退官の人事異動通知書に，

根拠蓉令を記載している意味は何か,法務大臣
IE-閤司←



j 餅髻: )小西洋之簔薑壽零臺縁
想定47問人事異動通知書に検察庁法22条しか
記載していないということは；法務省は，現在

と考えており,国家公務員法81条の2第1項
の適用はないと考えているのではないか，法務
犬臣に問う6… ‐二 一 ’

（ 〔指摘は当たらない〕

（先ぼども申し上げたとおり, ）

○人事異動通知書の「異動内容」欄に記載されて
いる定年退官の「年月日」は，検察庁法第22条
の特例によって定まる事項であること一－

などから,解釈変更後の人事異動通知書においても，

従前の扱いどおり， 「検察庁法第22条の規定によ
り」との記載をしているところ。

このような記載にしているからといって，国家公

務員法81条の2第1項の適用がないと考えている

く

わけではな哩｡」

【責任者:大臣官房人事課濱課長内線■携帯|j ロ
1
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〔 に御指摘の取扱いはコメントしかねる］
教育公務員特例法改正の際の取扱いについては承
知しているが，法務省としてコメント致しかねる。
いずれにせよ，法務省としては， ＜先Iまど述べた

理由から）従前どおりの扱いとしているもの。

に人事異動通知書の取扱いに問題はない。

（先ほども申し上げたとおり, ）

○人事異動通知書の嗅動内容」欄に記載されて

いる定年退官のr年月日」は,検察庁法第22条
の特例によって定まる事項であること

などから,解釈変更後の人事異動通知書において迄』
従前の扱いどおり,「検察庁法第22条の規定によ

く

リコとの記載をしてし唖ところであり， このような

扱いに特段の問題があるとは考えていない。



人事異動通知また，検察官の定年による退官は，
定年に達した書の交付を要件とするものではなく，

という事実のみに基づいて,_当然かつ自動的に離職

するものである。
－

人事異動通知書は，確認の意味で,定年退官する
こととその日付を明示することに主眼があると考え

れ，現在の記載もそれらの点は満たしていると考
～

1つ

えている』て

く

■■■■■】内線■ 携帯濱課長

2

大臣官房人事課【責任者



(対因ﾖ･副大臣･政務官） 、人事課作成
s月g日（月）参・予算委小西洋之議員（新会派）

想定菫呈塁す含壹霧毒契臺晨蕊羅易鐵罐
年制度の運用について(通知)｣ （昭和59年
7月2日任企-219)に反するのではないか，
法務大臣に問う。
■ー･｡ ■ ●■ひ■｡ー■■ ■■● ｡● cg Dの ~ー●Q ＝e■ 口■ー ー 一 コ

に法務省においてその内容を判断すべきもの〕

（人事院の通知の内容に閏するご質問であるため，

詳細はお答えいたしかねるが, ）御指摘の人事院の

通知は,職員が,法律に別段の定めや読替えがなく

く

国家公務員法第81条の2の規定による退職をする

場合の人事異動通知書の記入要領を定めているもの

と理解している。

したがって，検察庁法22条という別段の定めが

設けられている検察官の定年による退官の場合の人

事異動通知書については，法務省においてその内容
く

を判断すべきものであると理解しており，御指摘の

通知に反することはないと考えている｡ .’● の

（参考）定年制度の運用について（昭和59年7月2日任
企－219）

○その他の事項
規則11－8第11条の規定により人事異動通知書を
交付する場合の「異動内容」欄の記入要領は，次のとお

1



りとする。

職員が定年退職をする場合
「国家公務員法第81条の2第1項の規定により｢国家公務員法第8

一

日限り定年退職」月年

（

〔

|】■■■内線| ｜携帯濱課長大臣官房人事課【責任者

2



(対区画｡副大臣･政務官） 人事課作成
3月9日（月）参・予算委小西洋之議員（新会派）

想定50問法務大臣は,法務省が,解釈変更後も，
人事異動通知書の記載を従前どおりの扱いとし
ていることをいつ知ったのか,法務大臣に問う。

に結論。

解釈変更後の優れて実務的な扱いに関すること で

事務方から聞いたもの。2」2月下旬頃に，あり，で

く

■内線■■携帯濱課長

1

大臣官房人事課【責任者



(対区画｡副大臣｡政養宮) : 上〆耐 …J 人事課作成
s月g日（月）参・予算委小西洋之議員(新会派)
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Ⅱ■｡●ー

■■ ■■ ー●● ● 4■■
■■●ー■‐ ■ ① 一●今毎

■■■‐

に前提。

教育公務員特例法については，く 国家公務員法に定

年制が導入された昭和56年当時は，国家公務員法
平成可の定年制の適用対象から除外されていたが，

T年の法改正により，国家公務員法の定年に閨する

規定を大学教員にも適用することとし，その際， 同

法第s稲条の2について必要な読替規定を置くなど
したものと承知している。

御指摘は，昭和56年当時，検察官と同様に，国

家公務員法に規定する定年制の適用対象外とされて

いた大学教員について，国家公務員法の定年に関す

る規定を適用するために法改正を要したのであるか

ら，検察官に国家公務員法の勤務延長に関する規定
を適用するためにも，法改正を行う必要があったの
ではないか， というものだと理解する。

1

く



〔結論ユ ：

この点,教育公務員特例法の取扱いについては,
所管外であるため侭務大臣として, お答えしかね
る。

ただ，いずれにしても，法令の解釈あるいはその

変更というものについて，決まった手続や方式があ

るわけではないものと承知じている。

また，国家公務員法第S屯条の2及びS1条のs

を検察官に適用するに当たっては，検察庁法第22

条により特例とされている定年年齢と退職時期の2

点について読み替えることになるが，各条文の文言

に照らし， 当然に修正して適用することが可能であ

るため，法改正をして読替規定を設けるまでの必要

はない。 （注）

したがって，御指摘は当たらない』

て

く (注）法制執務研究会編「ワークブック法制執務」 193
法令を解釈するに際し，だれしも疑問なく変更が加え
られるような部分については，わざわざ読替えのための
規定を置かなくても，心酉己はない。

（参照条文）

○国家公務員法
（定年による退職）
第八十一条の二職員は、法律に別段の定めのある場合を
除き、定年に達したときは、定年に達した日以後におけ

2



る最初の三月三十一日又は第五十五条第一項に規定する
任命権者若しくは法律で別に定められた任命権者があら
かじめ指定する日のいずれか早い日 （以下「定年退職日」
という｡）に退職する。
2前項の定年は、年齢六十年とする。ただし、次の各号
に掲げる職員の定年は、当該各号に定める年齢とする。
一病院、療養所、診療所等で人事院規則で定めるもの
に勤務する医師及び歯科医師年齢六十五年
二庁舎の監視その他の庁務及びこれに準ずる業務に従
事する職員で人事院規則で定めるもの年齢六十三年
三前二号に掲げる職員のほか、その職務と責任に特殊
：性があること又は欠員の補充が困難であることにより
定年を年齢六十年とすることが著しく不適当と認めら
れる官職を占める職員で人事院規則で定めるもの六
十年を超え、六十五年を超えない範囲内で人事院規則
で定める年齢

S前二項の規定は、臨時的職員その他の法律により任期
を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない官職を
占める職員には適用しない。
（定年による退職の特例）
第八十一条の三任命権者は、定年に達した職員が前条第
一項の規定により退職すべきこととなる場合において、

その職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の
特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい
支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、同
項の規定にかかわらず､その職員に係る定年退職日の翌
日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、そ
の職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させ
ることができる。

2任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長
された期限が到来する場合において、前項の事由が引き

続き存すると認められる十分な理由があるときは、人事
3

て

〔



院の承認を得て、一年を超えない範囲内で期限を延長す
ることができる。ただじ､､その期限ほ､!"その職員に係る
定年退職日の翌日から起算して三年を超えることができ
ない。

○平成11年改正前の教育公務員特例法
第八条学長及び部局長の任期については、評議会の議に
基づき学長が定める。 ‐ _ … ＝
2教員の停年については、評議会の議に基づき学長が定
める。

（

○検察庁法
第二十二条検事総長は、年齢が六十五年に達した時に、
その他の検察官は年齢が六十三年に達した時に退官する。

く

携帯’ １１
１内線■濱課長

4

【責任者：大臣官房人事課



ざ餅鬘:葦薑臺)小西=之議員噺会耐

想壼 簔駕こ辮か認篝妻
臣に問う且

に差し控える〕 ー

､ては，個別の人事のプロセスに関することにつし

お答えは差し控える。 」(事柄の性質上)，〔

、
、

／し

q■■

■■■■■】■内線■■携帯濱課長

1

【責任者：大臣官房人事課



(対医国･副大目政務官）
s月9日（月）参白予算委 小西洋之議童簿=縛

の e ■

想定5s問少なく:とも，令和之年1月中旬から下
旬にかけて関係省庁と協議を行っている時に
は，黒川検事長の勤務延長を行う意図があった
のではないか，法務大臣に問う。一

■■＝◆一

に結論。

（今般の） 国家公務員一般の定年の引上げに関す（
る検討の＝環として，検察官についても検討を進め

る過程で，検察官の勤務延長については，一般法で

ある国家公務員法の規定が適用されると解釈したも

の。

その上で，個別の人事プロセスに関することにつ

いては， （事柄の性質上, ）お答えは差し控える』

〈

【責任者:大臣官房人事課濱課長内線■携帯■■■■■】

1
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人事課’:作成
洋乏議員（新会派)

階定個人の給与額にQいては差し控えるJ…‐ …

特定個人の給与額については，個人情報に当たる

ため,お答えは差し控える。

なお，検察官の俸給等に閏する法律等に基づく東

京高検検事長の俸給額（注で）及び期末手当額につ
いては，

○給与月額が156万2400円（注2)

○給与年額が1874万SSOO円

○期末手当の年額が748万1292円

であり，

○給与年額と期末手当の年額の合計額が262

3万92円

である｡」

て

丘

(注工）地域手当を含む。
(注2）俸給月額1BO万2000円十地域手当(2o%)

【責任者:大臣官房人事課濱課長内線■携帯■■■■■】
1
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(対照副大臣｡噸官）
3月g白（月）参・予算委

人事課作成

小西洋之議員（新会派）

想定55問今回の違法な勤務延長により，高額な
給与等を違法に支出することについての責任を
どう考えるか法務大臣に問う。

に結論一今回の勤務延長は違法ではない。

（これまで申し上げてきたとおり, ）今回の勤務

延長は適正に実施しており，何ら違法なものではなて

い。

[解釈変更は合理的な理由・適正なプロセスに基づく。

法務省においては， （今般の）国家公務員一般の定

年の引上げに関する検討の一環として,_検察官につ

いても検討を進める過程で，国家公務員法と検察庁

法との関係を検討し，

○検察庁法が定める検察官の定年による退職の特

例は，定年年齢と退職時期の2点であり，
〔

○勤務延長制度の趣旨は，検察官にも等しく及ぶ

というべきであることから

検察官の勤務延長については，一般法である国家公

務員法の規定が適用されると解釈した。

その上で，関係省庁からも異論はないとの回答を

得て，解釈を改めたものであり，今回の解釈変更は，
－

1℃丘



適正な…征なプロセスを経たものである。■ ◆

吟回の勤務延長ば業務遂行上の必要性に基づく。
また,黒jil検事長の勤務延長については,検察庁

法務大臣から閣議の業務遂行上の必要性に基づき，
され， 引き続き勤務させるこ

何ら問題ばないと認識してい

請議を行って閣議決定され，

どとじたものであり，

る。」
て

く

■■■■】■内線■■携帯濱課長
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